
お住まいの自治体の分別方法に
従って処理して下さい

サイズ

15ｃｍ×25ｃｍ以下

回 収できません回 収します
家電リサイクル法対象製品（テレビ、エアコン、冷蔵庫、
冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）およびパソコンは対象外です。
法律に基づいて処理してください。

このほかにも、リモコンやヘッドホンなど
電気や電池で動く小型の家電を回収します。

お問合せ先：秋田県資源エネルギー産業課 TEL 018-860-2283


